
 

平成２５年３月７日 

                               （通算第１７３号） 

問い合わせ先      

長野県庁園芸畜産課  

電話 026-235-7232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万一の「口蹄疫、豚コレラ等」の発生に備えて 

家畜防疫互助事業にご加入下さい家畜防疫互助事業にご加入下さい家畜防疫互助事業にご加入下さい家畜防疫互助事業にご加入下さい    

 家畜防疫互助事業は、口蹄疫、豚コレラ等の海外悪性伝染病が万一発生した場合、畜産経営への影

響を緩和するため、生産者自らが積立を行い、発生時の損害を互助補償する仕組みに国（（独）農畜産

業振興機構）が支援を行う事業です。 

(例：乳用牛(24 か月齢以上)生産者積立金単価 260 円／頭→経営支援互助金の上限交付額 190,000 円／頭)  

 このことにより、発生農場や周辺農場の損失を最小限にとどめ、安心して経営を維持、継続するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まだ加入されていない生産者の方は、当事業の長野県窓口（社団法人長野県畜産会）までお問い合

わせください。 

(社)長野県畜産会総務振興課衛生係 電話番号：０２６－２２８－８８０９ 

 

 

 

 

家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 

佐久 0267-62-4123 飯田 0265-53-0439 

 上田支所 0268-23-1630 松本 0263-47-3223 

伊那 0265-72-2782 長野 026-226-0923 

県庁園芸畜産課 026-235-7232   

 

異状の通報 

はこちらへ 

事業のポイント 

○今年度（平成２４年度）から互助金の交付対象に予防的殺処分となった家畜が追加されま

した。 

○この事業の対象となる牛及び豚の家畜伝染病は、「口蹄疫」、「牛疫」、「牛肺疫」、「アフリカ

豚コレラ」及び「豚コレラ」の５疾病です。 

○家畜伝染病予防法に基づき、移動制限等が実施されている区域の生産者は、その間、新た

に加入できません。 

 

死亡牛の搬入：開庁日、６月～９月の土曜日 

４月～１１月の３日以上の連休中いずれか１日  

検査の日程：原則として、月曜日と木曜日 

 

平成２５年度 ２４ヶ月齢以上の死亡牛 BSE 搬入検査日程 

日程の詳細は裏面をご覧ください。 

★ 24 か月齢以上の死亡牛は、法律で BSE 検査が義務付けられています。 

死亡牛は、耳標などにより必ず月齢を確認してください。 

★ 死亡牛の死体の処理は、必ず専門業者へ委託してください。許可なく埋却すること

は、禁じられています。 



平成25年度　死亡牛の搬入、ＢＳＥ検査 計画

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

搬入 検査 搬入 検査 搬入 検査 搬入 検査 搬入 検査 搬入 検査 搬入 検査 搬入 検査 搬入 検査 搬入 検査 搬入 検査 搬入 検査

1 月 ● 1 水 1 土 ◎ 1 月 ● 1 木 ● 1 日 1 火 1 金 1 日 1 水 1 土 1 土

2 火 2 木 ● 2 日 2 火 2 金 2 月 ● 2 水 2 土 ◎ 2 月 ● 2 木 2 日 2 日

3 水 3 金 ◎ 3 月 ● 3 水 3 土 ◎ 3 火 3 木 ● 3 日 3 火 3 金 3 月 ● 3 月 ●

4 木 ● 4 土 4 火 4 木 ● 4 日 4 水 4 金 4 月 4 水 4 土 ◎ 4 火 4 火

5 金 5 日 5 水 5 金 5 月 ● 5 木 ● 5 土 5 火 ☆ 5 木 ● 5 日 5 水 5 水

6 土 6 月 6 木 ● 6 土 ◎ 6 火 6 金 6 日 6 水 6 金 6 月 6 木 ● 6 木 ●

7 日 7 火 ☆ 7 金 7 日 7 水 7 土 ◎ 7 月 ● 7 木 ● 7 土 7 火 ☆ 7 金 7 金

8 月 ● 8 水 8 土 ◎ 8 月 ● 8 木 ● 8 日 8 火 8 金 8 日 8 水 8 土 8 土

9 火 9 木 ● 9 日 9 火 9 金 9 月 ● 9 水 9 土 9 月 ● 9 木 ● 9 日 9 日

10 水 10 金 10 月 ● 10 水 10 土 ◎ 10 火 10 木 ● 10 日 10 火 10 金 10 月 ● 10 月 ●

11 木 ● 11 土 11 火 11 木 ● 11 日 11 水 11 金 11 月 ● 11 水 11 土 11 火 11 火

12 金 12 日 12 水 12 金 12 月 ● 12 木 ● 12 土 ◎ 12 火 12 木 ● 12 日 12 水 12 水

13 土 13 月 ● 13 木 ● 13 土 ◎ 13 火 13 金 13 日 13 水 13 金 13 月 13 木 ● 13 木 ●

14 日 14 火 14 金 14 日 14 水 14 土 ◎ 14 月 14 木 ● 14 土 14 火 ☆ 14 金 14 金

15 月 ● 15 水 15 土 ◎ 15 月 15 木 ● 15 日 15 火 ☆ 15 金 15 日 15 水 15 土 15 土

16 火 16 木 ● 16 日 16 火 ☆ 16 金 16 月 16 水 16 土 16 月 ● 16 木 ● 16 日 16 日

17 水 17 金 17 月 ● 17 水 17 土 ◎ 17 火 ☆ 17 木 ● 17 日 17 火 17 金 17 月 ● 17 月 ●

18 木 ● 18 土 18 火 18 木 ● 18 日 18 水 18 金 18 月 ● 18 水 18 土 18 火 18 火

19 金 19 日 19 水 19 金 19 月 ● 19 木 ● 19 土 19 火 19 木 ● 19 日 19 水 19 水 ●

20 土 20 月 ● 20 木 ● 20 土 ◎ 20 火 20 金 20 日 20 水 20 金 20 月 ● 20 木 ● 20 木

21 日 21 火 21 金 21 日 21 水 21 土 ◎ 21 月 ● 21 木 ● 21 土 21 火 21 金 21 金

22 月 ● 22 水 22 土 ◎ 22 月 ● 22 木 ● 22 日 22 火 22 金 22 日 22 水 22 土 22 土

23 火 23 木 ● 23 日 23 火 23 金 23 月 23 水 23 土 23 月 23 木 ● 23 日 23 日

24 水 24 金 24 月 ● 24 水 24 土 ◎ 24 火 ☆ 24 木 ● 24 日 24 火 ☆ 24 金 24 月 ● 24 月 ●

25 木 ● 25 土 25 火 25 木 ● 25 日 25 水 25 金 25 月 ● 25 水 25 土 25 火 25 火

26 金 26 日 26 水 26 金 26 月 ● 26 木 ● 26 土 26 火 26 木 ● 26 日 26 水 26 水

27 土 ◎ 27 月 ● 27 木 ● 27 土 ◎ 27 火 27 金 27 日 27 水 27 金 27 月 ● 27 木 ● 27 木 ●

28 日 28 火 28 金 28 日 28 水 28 土 ◎ 28 月 ● 28 木 ● 28 土 28 火 28 金 28 金

29 月 29 水 29 土 ◎ 29 月 ● 29 木 ● 29 日 29 火 29 金 29 日 29 水 29 土

30 火 ☆ 30 木 ● 30 日 30 火 30 金 30 月 ● 30 水 30 土 30 月 ◎ 30 木 ● 30 日

31 金 31 水 31 土 ◎ 31 木 ● 31 火 31 金 31 月 ●

休日搬入 1 日 1 日 5 日 4 日 5 日 4 日 1 日 1 日 1 日 1 日 0 日 0 日 24 日

通常検査 8 回 8 回 8 回 8 回 9 回 7 回 8 回 7 回 7 回 6 回 8 回 9 回 93 回

臨時検査 1 回 1 回 0 回 1 回 0 回 2 回 1 回 1 回 1 回 2 回 0 回 0 回 10 回

搬入：原則開庁日の開庁時間内

◎：夏場の土曜日、３連休、年末年始等搬入対応日　

●：検査日　原則週２回（月・木）

☆：臨時検査予定日（連休明け、長期の休暇前、年末等）　　この他、死亡牛頭数が一時的に増加した場合は随時臨時検査を実施



    

    

～～～～４４４４月から、月から、月から、月から、牛牛牛牛ヨーネ病のヨーネ病のヨーネ病のヨーネ病の確定検査に確定検査に確定検査に確定検査に    

リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムＰＣＲＰＣＲＰＣＲＰＣＲ法（遺伝子検査）が採用されます法（遺伝子検査）が採用されます法（遺伝子検査）が採用されます法（遺伝子検査）が採用されます～～～～    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家畜伝染病の一つである、ヨーネ病の確定診断法の一つとして、エライザ

法が採用されています。 

ヨーネ病検査に関する技術検討会において、リアルタイムＰＣＲ法（遺伝

子検査）はエライザ法に比べて特異性が高く、培養検査に比べても迅速性に

優れていることから、エライザ法に代えてリアルタイムＰＣＲ法が病原体診

断として妥当であると提言されました。 

これを受け、農林水産省は平成25年4月1日から確定診断法にリアルタイ

ムＰＣＲ法を追加します。 

牛ヨーネ病の検査方法が変わります！ 

経経経経    過過過過    

4444 月から月から月から月からの検査方法の検査方法の検査方法の検査方法    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 国 に お け る 口 蹄 疫 発 生 情 報中 国 に お け る 口 蹄 疫 発 生 情 報中 国 に お け る 口 蹄 疫 発 生 情 報中 国 に お け る 口 蹄 疫 発 生 情 報    

中国における発生概要中国における発生概要中国における発生概要中国における発生概要    

 

◎発生場所：広東省茂名市（養豚場） 

◎発 生 日：平成２５年２月１８日（確定日：２月２７日） 

◎発生状況：  

動物種 飼育頭数 症例頭数 死亡頭数 淘汰頭数 と畜頭数 

豚 ９４８ ８８ 0 ９４８ 0 

 

◎発生場所：チベット自治区ラサ市（養牛場） 

◎発 生 日：平成２５年２月１９日（確定日：２月２７日） 

◎発生状況：  

動物種 飼育頭数 症例頭数 死亡頭数 淘汰頭数 と畜頭数 

牛 ３７ １３ 0 ３７ 0 

発生情報１ 

発生情報２ 

衛生管理の再チェックをして、農場への病原体侵入を防止しましょう。衛生管理の再チェックをして、農場への病原体侵入を防止しましょう。衛生管理の再チェックをして、農場への病原体侵入を防止しましょう。衛生管理の再チェックをして、農場への病原体侵入を防止しましょう。    



酪農経営緊急支援事業に取組もう！酪農経営緊急支援事業に取組もう！酪農経営緊急支援事業に取組もう！酪農経営緊急支援事業に取組もう！    

県農政部園芸畜産課  

JA 全農長野県本部  

飼料高騰に対応するため、自給飼料への転換を推進し、乳質向上とともに乳量増加を図り、

酪農経営の安定を図る必要があります。 

そこで、県と JA 全農長野が協力して酪農家の皆さんの搾乳牛全頭の乳質検査、牛群ドッ

ク等への取り組みを支援しています。 

１ 支援体制と内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 長野県の乳用牛群検定の状況 

 

 

 

 

 

３ その他 

  酪農経営の安定には、牛群検定への参加により、牛の個体ごとの能力を把握し、これに

合わせて飼料給与等の飼育管理をしていくことが不可欠です。 

  当事業を活用し、牛群検定の必要性を体験して下さい。 

  なお、当事業の実施希望や支援内容のお問い合わせは、ＪＡまたはＪＡ全農長野へお願

いします。 

 

○農協との連携 

○農家との連絡調整 

○乳量・乳質検査指導員の派遣 

 ・乳量測定と牛乳サンプルの採材 

○酪農経営指導員の派遣 

 ・搾乳手順の確認 

 ・飼料設計と飼養管理指導 

ＪＡ全農長野 

連携 

 

○畜産試験場 

 ・飼料設計、乳質改善への助言 

○農業改良普及センター・専門技術員 

 ・飼料設計への助言 

○家畜保健衛生所 

 ・血液検査、細菌検査結果に対する助言 

県機関 

 

支援 

（１）検定実施戸数 １０５戸(検定農家率 24.2%、全国の検定農家率 47.5%) 

（２）検定農家の成績          平成２３年度 家畜改良事業団まとめ 

 長野県 都府県 北海道 

経産牛１頭当り年間乳量(kg) ８,９４４ ８,８９８ ８,８９６ 

平均乳脂率(%) ４.０９ ３.９４ ４.０１ 

平均無脂固形分率(%) ８.８１ ８.７６ ８.７９ 

 

酪農家 

 

 

 

 

 

 

これまでに当事業に参加した酪農家のみなさん。 

 ・体験検定農家（６２戸、１,１７３頭） 

 ・お試し検定農家（２戸）         実施された皆さんには好評を得ています。 

牛群検定農家 

○牛群ドック 

○自給飼料の成分分析 

○成分分析に基づく飼料設計への助言 

○乳質の悪い牛の乳汁細菌検査 

 

牛群検定の未実施農家 

○体験検定 

・搾乳牛全頭の乳量・乳成分の測定 

・乳質の悪い牛の乳汁細菌検査 

○お試し検定 

 ・平成 2６年２月まで毎月検定を支援 
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